
佐倉市総合計画審議会について 

〇総合計画 

 第５次佐倉市総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の 3層構成となってい

ます。この構成は、中期基本計画においても継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇目的、構成 

・佐倉市総合計画審議会条例に基づき、設置するもの。 

・審議会は、市長の諮問に応じ、佐倉市総合計画に関する事項について調査及び審議

する。 （※ 今回は、「中期基本計画」の審議を諮問） 

・構成は、学識経験を有するもの 5人以内、市民 5人以内。 

  

◆基本構想（12年間：令和２年度～令和 13年度） 

 基本構想は、総合計画の根幹として、本市が実現を目指すべき将

来都市像を示すとともに、その実現に向けた政策の柱である「まち

づくりの基本方針」を明らかにします。 

毎年度ゼロシーリング方式により毎年度見直しを行います。 

基本構想 

基本計画 

実施計画 
◆基本計画（4年間：中期：令和 6年度～9年度） 

基本計画は、基本構想で示した将来都市像の実現に向けて、そ

のまちづくりの基本方針に基づき、推進すべき施策を体系的に表

します。基本計画は、社会環境の変化などに的確に対応するた

め、前期終了年度に計画の見直しを行います。毎年度ゼロシーリ

ング方式により毎年度見直しを行います。 

◆実施計画（3年間：毎年度見直し） 

実施計画は、基本計画に示す施策に基づく具体的な事業内容を示す事業計画で

す。社会状況の変化に柔軟に対応するため、毎年度見直しを行っています。毎年

度ゼロシー 

【資料１】 



〇委員 

氏名 備考 

岩渕 明弘 佐倉商工会議所 会頭 

大嶋 和俊 社会福祉法人壮健会 理事 

清水 一巳 千葉敬愛短期大学 准教授 

林 洋太郎 佐倉市観光協会 専務理事 

吉川 圭子 
国立環境研究所 気候変動適応センター 

副センター長 

安藤 豊明 公募市民 

押尾 豊幸 公募市民 

川端 ふみ 公募市民 

髙木 伸雄 公募市民 

山田 周 公募市民 

 

（佐倉市総合計画審議会条例） 

第１条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、本市に佐倉市総

合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、佐倉市総合計画に関する事項について調査及び審議する。 

第３条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員 10人以内で組織する。 

(１) 学識経験を有する者 ５人以内 

(２) 市民 ５人以内 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

第７条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は市長が定める。 

（敬称略、区分ごとに 50 音順） 


